
報告第７号 

 

   令和４年度紫波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分に 

   係る報告について 

 

 県支出金、繰入金の歳入の確定と保険給付費の歳出の補正について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び紫波町長専決条例（昭和４６年紫波町条例第

１９号）第２条第７号の規定に基づき令和５年３月２９日別紙のとおり専決処分したから、

同法第１８０条第２項の規定により、報告する。 

 

 

令和５年６月５日提出 

 

                           紫波町長 熊 谷   泉  

 



 



 

 

令和４年度紫波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

令和４年度紫波町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ204,909千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,172,217千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」によ

る。 

 

 

令和５年３月２９日専決 

 

                                            紫波町長 熊 谷   泉  

 



 



－1－

款 補  正  額 計

別 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

県 支 出 金4 2,542,913 △204,210 2,338,703

県 補 助 金1 2,542,913 △204,210 2,338,703

繰 入 金6 252,633 △699 251,934

繰 入 金1 252,633 △699 251,934

3,172,217歳              入              合              計 3,377,126 △204,909

補  正  額 計款

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

保 険 給 付 費2 2,512,790 △204,909 2,307,881

療 養 諸 費 1 2,180,954 △165,424 2,015,530

高 額 療 養 費 2 322,832 △39,485 283,347

3,172,217歳              出              合              計 3,377,126 △204,909



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳 入 歳 出 補 正 予 算（ 第 ４ 号 ）事 項 別 明 細 書 



－4－

歳　入

（単位：千円）県補助金1県支出金（款） 4 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

△217,535普通交付金1△204,210保険給付費等交付1 2,338,7032,542,913 △217,535普通交付金

金

13,325特別交付金2 13,325特別交付金

2,338,703△204,2102,542,913計

繰入金（項） 1繰入金（款） 6

△699未就学児均等割保2△699一般会計繰入金1 251,739252,438 △699未就学児均等割保険税繰入金

険税繰入金

251,934△699252,633計



－5－

国民健康保険事業特別会計

歳　出

（款） 2 保険給付費 （項） 1 療養諸費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1療養給付 2,156,269 △161,730 1,994,539 △161,031 △699 18負担金､補助 △161,730 一般被保険者療養給付費 △161,730

費 及び交付金

2療養費 18,109 △3,694 14,415 △3,694 18負担金､補助 △3,694 一般被保険者療養費 △3,694

及び交付金

計 2,180,954 △165,424 2,015,530 △164,725 △699

（款） 2 保険給付費 （項） 2 高額療養費

1高額療養 322,382 △39,485 282,897 △39,485 18負担金､補助 △39,485 一般被保険者高額療養費 △39,485

費 及び交付金

計 322,832 △39,485 283,347 △39,485


